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。
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益

の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に

関
す
る
法
律

[
間
師
時
一
小
せ
拍
制
}

沿
革平

成
九
年
五
月
九
日
号
外
法
律
第
五
O
号
〔
密
集
市
街
地

に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に

伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
附
則
八
項
に
よ
る
改

E〕
平
成
一
二
ヰ
一
二
月
二
二
日
号
外
法
律
第
一
六
口
号
〔
中
央
省
庁

等
改
革
関
係
法
施
行
法
九
八
条
に
よ
る
改
正
〕

平
成
一
周
年
七
月
二
一
日
号
外
法
律
第
八
五
号
門
建
築
基
準
皆

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
一
六
条
に
よ
る
改
正
〕

平
成
一
六
年
六
月
二
日
号
外
法
律
第
六
七
号
門
建
築
物
の
安

全
性
及
び
市
街
地
の
防
災
機
能
の
確
保
等
を
図
る
た
め
の
建
議

基
準
法
等
の
一
部
を
改
E
す
る
法
律
附
則
一
一
一
条
に
よ
る
改

E〕
平
成
一
六
年
六
周
二
日
号
外
法
律
第
七
六
号
〔
破
産
法
の
施

行
に
伴
う
関
係
法
律
の
盤
備
等
に
関
す
る
法
律
一
士
一
条
に
よ

る
改
正
〕

平
成
一
六
年
六
月
一
八
日
号
外
法
律
第
一
一
一
号
〔
景
観
法
の

施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
一
七
条
に
よ

る
改
E〕

平
成
一
八
年
六
周
一
一
日
号
外
法
律
第
五
O
号
〔
一
般
社
国
法

人
及
び
}
般
財
盟
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及

ぴ
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関

係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
一
六
三
条
に
よ
る
改
正
〕

平
成
一
八
年
六
月
二
一
日
号
外
法
律
第
九
二
号
[
建
築
物
の
安

金
性
の
確
保
を
図
る
た
め
の
建
築
基
準
法
等
の
一
部
を
改
正
全

る
法
律
附
則
一
口
条
に
ぷ
る
改
正
〕

平
成
一
一

G
年
五
月
二
三
日
号
外
法
律
第
四
O
号
〔
地
域
に
お
け

る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
ぴ
向
上
に
関
す
る
法
律
附
刻
一
二
条

に
よ
る
改
正
〕

ため

特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
園
る
た
め

特定非常民審の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法樟

災
害
の
被
害
者
の
特
定
権
利
利
益
で
あ
っ
て
そ
の
存
続
期
聞
が

満
了
前
で
あ
る
も
の
を
保
全
し
、
又
は
当
誤
特
定
権
利
初
益
で

あ
っ
て
そ
の
専
続
期
聞
が
既
に
満
了
し
た
も
の
を
回
揮
さ
せ
る

た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
特
定
非
常
虫
害
発
生
白

か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定

め
る
日
(
以
下
「
延
長
期
日
」
と
い
う
。
)
を
限
度
と
し
て
、

こ
れ
ら
の
特
定
権
利
利
益
に
係
る
満
了
自
を
延
長
す
る
措
日
置
を

と
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
法
令
に
基
づ
っ
く
特
政
庁
の
処
分
(
特
定
非
常
箆
害
発
生
日

以
前
に
行
っ
た
も
の
に
限
る
。
)
に
よ
り
付
与
さ
れ
た
権
利

そ
の
抽
の
利
益
で
あ
っ
て
、
そ
の
存
続
期
聞
が
特
定
非
常
災

害
尭
生
日
以
桂
に
満
了
す
る
も
の

二
法
令
に
基
づ
き
何
ら
か
の
利
益
を
付
与
す
る
処
分
そ
の
他

の
行
為
を
当
詰
行
為
に
保
る
権
担
を
有
す
る
行
政
機
関
(
匿

の
行
政
槽
関
及
び
こ
れ
ら
に
置
か
れ
る
機
関
並
び
に
地
方
公

共
団
体
の
機
関
に
限
る
。
)
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
権
利

で
あ
っ
て
、
そ
の
存
続
財
閥
聞
が
特
定
非
常
民
害
艶
宜
日
以
桂

に
満
了
す
る
も
の

2

前
項
の
規
定
に
よ
る
延
長
の
措
置
は
、
告
示
に
よ
り
、
当
詰

措
置
の
対
車
と
な
る
特
定
権
利
利
益
の
担
拠
と
な
る
法
令
の
条

項
ご
と
に
、
地
域
を
単
位
と
し
て
、
当
該
措
置
の
対
象
者
及
び

当
諒
措
置
に
よ
る
延
長
挫
の
満
了
目
を
指
定
し
て
行
う
も
の
と

す
る
。

3

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
延
長
の
措
置
の
ほ
か
、
問
項
第
一
号

の
行
政
庁
又
は
同
項
第
二
号
の
行
政
機
関
(
次
項
に
お
い
て

「
行
政
庁
等
」
と
い
う
。
)
は
、
特
定
非
常
民
害
の
被
害
者
で
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の
特
別
措
置
に
聞
す
る
法
樟
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る

た
め
の
特
別
措
置
に
関
オ
る
法
樟

(
趣
旨
)

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益

の
保
全
等
を
図
る
た
め
、
特
定
非
常
災
害
が
尭
生
し
た
場
合
に

お
け
る
行
政
上
の
権
利
利
益
に
撮
る
満
了
日
の
延
長
、
履
行
さ

れ
な
か
っ
た
謡
務
に
係
る
免
責
、
法
人
の
破
産
手
続
開
始
の
訣

定
の
特
例
、
民
事
調
停
法
(
昭
和
ニ
十
六
年
法
樟
第
二
百
二
十

ニ
号
)
に
よ
る
調
揮
の
申
立
て
の
手
数
料
の
特
倒
並
び
に
建
築

、C
基
準
法
(
昭
和
=
十
五
年
法
樟
第
一
一
百
一
号
)
及
び
景
観
法

(
平
成
十
六
年
法
樟
第
百
十
号
)
に
よ
る
応
急
恒
設
住
宅
の
存

続
期
間
の
特
例
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

本
条
}
部
改
正
〔
平
成
一
六
年
六
月
法
律
七
六
号
}

一
}
号
〕

(
特
定
非
常
提
害
及
ぴ
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指

定
)

第
二
品
著
し
く
異
常
か
つ
撤
甚
在
非
常
災
害
で
あ
っ
て
、
当
詰

非
常
災
害
の
被
害
者
の
行
政
上
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図

り
、
又
は
当
詰
非
常
災
害
に
よ
り
債
務
超
過
と
な
っ
た
法
人
の

帯
立
、
当
詰
非
常
災
害
に
起
因
す
る
民
事
に
関
す
る
紛
争
の
迅

速
か
つ
円
滑
な
解
決
若
し
く
は
当
詰
非
常
災
害
に
偶
る
応
急
仮

設
住
宅
の
入
居
者
の
居
住
の
安
定
に
資
す
る
た
め
の
措
置
を
講

ず
る
こ
と
が
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
発
生
し
た
場
合

に
は
、
当
詰
非
常
災
害
を
特
定
非
常
災
害
と
し
て
政
令
で
指
定

す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
政
令
に
は
、

当
該
特
定
非
常
毘
害
が
発
生
し
た
日
を
特
定
非
常
災
害
尭
生
日

と
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

2

前
項
の
政
令
に
お
い
て
は
、
訣
条
以
下
に
定
め
る
措
置
の
う

ち
当
詰
特
定
非
常
良
害
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
を
指
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
詰
指
定
白
鶴
、
新
た
に
そ
の
余
の
措
置

を
適
用
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
措
置
を
政
令
で
追

加
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

(
行
政
上
の
権
利
利
益
に
保
る
満
了
尽
の
延
長
に
聞
す
る
措

置
)

第
一
一
一
呆
次
に
掲
げ
る
権
詞
利
益
(
以
下
「
特
定
権
利
利
益
」
と

い
う
。
)
に
係
る
法
樟
、
政
令
又
は
内
閣
府
設
置
法
(
平
成
十

一
年
法
樟
第
八
十
九
号
)
第
七
条
第
三
項
若
し
く
は
第
五
十
八

条
第
四
項
(
宮
内
庁
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
樟
第
七
十
号
)
第

十
八
呆
第
一
環
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
若
し
く

は
国
家
行
政
組
融
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
樟
第
百
二
十
号
)
第

十
ニ
東
軍
一
項
若
し
く
は
第
十
一
一
一
品
川
第
一
項
の
命
令
若
し
く
は

内
閣
府
設
置
法
第
七
条
第
五
項
若
し
く
は
第
五
十
八
条
第
六
項

若
し
く
は
宮
内
庁
措
第
八
条
第
五
項
若
し
く
は
国
家
行
政
組
織

法
第
十
四
条
第
一
項
の
告
示
(
以
下
「
法
令
」
と
い
う
白
)
の

施
行
に
闘
す
る
事
務
を
所
管
す
る
閣
の
行
政
機
関
(
内
閣
府
、

宮
内
庁
並
び
に
内
閣
府
設
置
法
第
四
十
九
条
第
一
項
弐
ひ
第
ニ

項
に
規
定
す
る
機
関
並
び
に
国
家
行
政
組
織
法
第
一
一
一
条
第
二
項

に
規
定
す
る
機
闘
を
い
う
。
以
下
閉
じ
。
)
の
長
(
当
詰
閣
の

存
政
機
闘
が
内
閣
府
設
置
法
第
四
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第

ニ
項
又
は
国
家
行
政
組
織
法
第
三
条
第
ニ
項
に
規
定
す
る
聾
員

会
で
あ
る
場
合
広
島
つ
て
は
、
当
時
陣
聾
員
会
)
悼
、
特
定
非
常

あ
っ
て
、
そ
の
特
定
権
利
利
益
に
つ
い
て
保
全
文
は
回
檀
を
必

要
と
す
る
現
由
を
記
載
し
た
議
商
に
よ
り
満
7
5
の
延
長
の
申

出
を
行
っ
た
も
の
に
つ
い
て
、
延
長
期
日
ま
で
の
期
日
を
指
定

し
て
そ
の
満
了
日
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

4

延
長
期
日
が
定
め
ら
れ
た
桂
、
第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に

よ
る
満
了
闘
の
延
長
の
措
援
を
延
長
期
日
の
翌
日
以
後
に
お
い

て
も
特
に
継
続
し
て
実
施
す
る
必
要
か
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と

き
は
、
第
一
項
の
園
の
特
政
機
関
白
長
又
は
行
政
庁
等
は
、
問

項
又
は
前
項
の
例
に
準
じ
、
特
定
権
利
利
益
白
根
拠
と
な
る
法

令
の
条
項
ご
と
に
新
た
に
政
令
で
定
め
る
白
を
限
度
と
し
て
、

当
該
特
定
権
利
利
益
に
係
る
満
了
目
を
更
に
延
長
す
る
措
置
を

と
る
こ
と
が
で
き
る
。

5

前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な

い
事
由
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
特
定
権
利
利
益
に
係
る
期
間
に

関
す
る
措
震
に
つ
い
て
他
の
法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
環
}
部
改
正
〔
平
成
一
}
年
一
二
月
法
律
一
六

D

号〕

(
期
限
内
に
盟
行
さ
れ
な
か
っ
た
義
務
に
揺
る
免
買
に
聞
す
る

措
置
)

第
四
条
特
定
非
常
良
害
発
生
日
以
撞
に
法
令
に
規
定
さ
れ
て
い

る
履
行
期
隈
が
到
来
す
る
韓
輯
(
以
下
「
特
定
義
務
」
と
い

う
a

)

で
あ
っ
て
、
特
定
非
常
良
害
に
よ
り
当
詰
履
行
期
隈
が

到
来
す
る
ま
で
に
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の

不
履
行
に
梼
る
行
政
上
及
ぴ
刑
事
ょ
の
寅
怪
(
過
料
に
係
る
も

の
を
含
む
。
以
下
単
に
「
責
任
」
と
い
う
。
)
が
間
わ
れ
る
こ

と
を
猶
予
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
政
令
で
、
特
定
非
常
災

害
発
生
白
か
ら
起
算
し
て
四
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て

特
定
義
務
の
不
扇
行
に
つ
い
て
の
免
責
に
保
る
期
限
(
以
下

「
角
武
期
隈
」
と
い
う
。
)
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

手
話
回
円
か
定
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
免
責
期
間
か
劃

来
す
る
日
の
前
日
ま
で
に
園
行
期
限
が
到
来
す
る
特
定
義
務
が

免
責
期
限
が
到
来
す
る
日
ま
で
に
履
行
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該

特
定
義
務
が
特
首
正
非
常
災
害
に
よ
り
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と

に
つ
い
て
、
責
任
は
問
わ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

3

免
貿
期
限
が
定
め
ら
れ
た
桂
、
前
二
項
に
定
め
る
免
責
の
措

置
を
免
覧
期
限
が
到
来
す
る
日
の
翌
日
以
桂
に
お
い
て
も
特
に

継
続
し
て
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
政

令
で
、
特
定
義
務
白
根
拠
と
な
る
法
令
の
条
項
ご
と
に
、
新
た

に
、
当
詰
特
定
義
務
の
木
履
行
に
つ
い
て
の
免
貨
に
係
る
期
限

を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
項
の
規
定
は
、
こ
の
場
合
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

4

前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
謹
務
が
災
害
そ
の
他

や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
そ
の
履
行
期
限
が
到
来
す
る
ま
で

に
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
つ
い
て
他
の
法
令
に
別
段
の
定

め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
定
め
る
と
ニ
ろ
に
よ
る
。

(
債
務
超
過
を
理
由
と
す
る
法
人
の
破
産
手
続
開
始
の
決
定
の

特
例
に
関
す
る
措
置
)

第
五
条
特
定
非
常
災
害
に
よ
り
そ
の
財
産
を
も
っ
て
債
務
を
完

摘
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
法
人
に
対
し
て
は
、
第
二
条

第
一
項
又
は
第
二
項
目
政
令
で
こ
の
晶
に
定
め
る
措
置
を
指
定

す
る
も
の
の
施
行
の
日
以
後
特
定
非
常
災
害
発
生
白
か
ら
起
算

（別添２）
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し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
帝
で
定
め
る
日
ま

で
の
問
、
碓
産
手
続
開
始
の
訣
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

た
だ
し
、
そ
の
法
人
が
、
清
算
中
で
あ
る
場
合
、
支
払
を
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
場
合
又
は
破
産
手
続
闘
蛤
の
申
立
て
を
し
た

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2

裁
判
所
は
、
法
人
に
対
し
て
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
が

あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
法
人
に
対

し
て
破
産
手
続
開
始
白
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き

は
、
当
詰
訣
定
を
留
保
す
る
訣
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

裁
判
所
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
訣
定
に
撮
る
法
人
が
支
払

を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
、
そ
の
他
問
項
の
規
定

に
よ
る
決
定
を
す
べ
き
第
一
項
に
規
定
す
る
事
情
に
つ
い
て
変

更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
申
立
て
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
そ
の
訣

定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

4

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
快
定
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立

て
る
こ
と
が
で
き
主
い
。

5

第
一
項
本
文
の
法
人
の
理
事
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
は
、
特

定
非
常
毘
害
発
生
目
か
ら
同
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日

ま
で
の
問
、
他
の
怯
樟
の
規
定
に
か
か
わ
ら
す
、
そ
の
詩
人
に

つ
い
て
破
産
手
続
繭
蛤
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

見
出
一
ー
l
r
一
項
}
部
改
正
〔
平
成
一
六
年
六
月
法
律

七
六
号
〕
、
豆
項
全
部
改
正
〔
平
成
一
八
年
六
月
法
律
主

D
号〕

(
民
事
調
槽
法
に
よ
る
調
樺
の
申
立
て
の
手
数
料
の
特
例
に
闘

す
る
措
霞
)

第
六
条
特
定
非
常
災
害
に
よ
り
借
地
借
家
関
保
そ
の
他
の
民
事

特定非常毘害の被害者の権利用I益の慌全等を図るための特別措置に関する法樟

(
施
行
期
日
)

l

こ
の
法
樟
は
、
密
集
市
宮
地
に
お
け
る
間
提
街
区
の
整
帽
の

促
進
に
関
す
る
法
樟
(
平
成
九
年
法
律
第
四
十
九
号
)
の
施
行

の
日
〔
平
成
九
年
一
一
月
八
日
〕
か
ら
施
行
す
る
。

特定非常良害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律

O
中
央
省
庁
等
改
革
聞
係
法
施
行
法
[
平
成
一
一
年
一
一
一
足
一
一

三
日
法
樟
第
一
六

O
号一抄〕

(
処
分
、
申
請
等
に
闘
す
る
経
遇
措
置
)

第
干
一
一
一
百
一
条
中
央
省
庁
等
改
革
関
保
法
及
び
こ
の
揖
樟
(
以

下
「
改
革
闇
即
時
法
等
」
と
総
称
す
る
。
)
の
施
行
前
に
法
令
の

規
定
に
よ
り
従
前
の
閣
の
構
闘
が
し
た
免
許
、
許
可
、
認
可
、

承
語
、
指
定
そ
の
他
の
処
分
又
は
通
知
そ
の
他
の
行
為
は
、
法

令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
む
の
の
ほ
か
、
改
革
関
係
法
等
の
施

行
棒
は
、
改
革
闇
保
法
等
の
施
行
挫
の
法
令
の
相
当
規
定
に
基

づ
い
て
、
相
調
の
閣
の
槽
闘
が
し
た
免
許
、
許
可
、
認
可
、
承

認
、
指
定
そ
の
他
の
処
分
又
は
通
知
そ
の
舶
の
行
為
と
み
な

す。
2
改
革
閏
部
法
等
の
施
行
の
醸
現
に
法
令
の
規
定
に
よ
り
従
前

の
国
の
機
閣
に
対
し
て
さ
れ
て
い
る
申
請
、
届
出
そ
の
舶
の
行

為
は
、
法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
改
革
関
係

法
等
の
施
特
桂
は
、
改
革
闇
保
法
等
の
施
行
後
の
法
令
白
相
当

規
定
に
基
づ
い
て
、
相
当
の
国
の
構
聞
に
対
し
て
さ
れ
た
申

請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。
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ょ
の
法
樟
間
同
保
に
著
し
い
混
乱
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
地
区

と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
特
定
非
常
災
害
発
生
日
に
お
い

て
住
所
、
居
所
、
営
業
所
文
は
事
務
所
を
有
し
て
い
た
者
が
、

当
該
特
定
非
常
災
害
に
起
因
す
る
民
事
に
関
す
る
紛
争
に
つ

き
、
特
定
非
常
災
害
艶
生
日
以
後
当
諒
特
定
非
常
災
害
発
生
白

か
ら
起
算
し
て
一
ニ
年
を
超
え
な
い
範
翻
内
に
お
い
て
政
令
で
定

め
る
お
ま
で
の
聞
に
、
民
事
調
樺
暗
に
よ
る
調
俸
の
申
立
て
を

す
る
場
合
に
は
、
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
四

十
六
年
法
樟
第
四
十
号
)
第
一
一
一
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
そ
の
申
立
て
の
手
数
料
を
納
め
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

(
建
築
基
準
法
に
よ
る
応
急
仮
設
住
宅
の
害
続
期
閣
の
特
例
に

閲
す
る
措
霞
)

軍
七
阜
市
建
築
基
準
法
第
一
一
長
第
三
十
五
号
の
特
定
行
政
庁
は
、

同
法
第
八
十
一
止
条
第
一
項
の
非
常
災
害
又
は
同
条
第
一
一
頃
の
災

害
が
特
定
非
常
災
害
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
被
災
者
の
住
宅

の
需
要
に
応
ず
る
に
足
り
る
適
当
な
住
宅
が
不
足
す
る
た
め
同

条
第
四
現
に
規
定
す
る
期
閣
を
超
え
て
当
詰
被
災
者
の
居
住
の

用
に
供
さ
れ
て
い
る
応
急
仮
設
建
築
物
で
あ
る
住
宅
を
専
~
続
さ

せ
る
必
要
が
あ
り
、
か
っ
、
安
全
上
、
防
火
上
弐
ひ
衛
生
上
支

障
出
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
問
項
の
規
定
に
か
か
わ
首
ず
、

更
に
一
年
を
超
え
担
い
範
囲
内
に
お
い
て
同
項
の
許
可
司
期
間

を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
諒
延
長
に
保
る
期
間
炉
満
了

し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
更
に
延
長
し
よ
う
と
す
る
と
き

も
、
同
樺
と
す
る
ロ

本
条
}
部
改
正
〔
平
成
九
年
五
月
法
律
豆
O
号

一

四

年
七
月
八
五
号
一
六
年
六
周
六
七
号
-
八
年
六
月
九

3

改
革
関
係
法
等
の
施
行
前
に
法
令
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
国

の
機
関
に
対
し
報
告
、
属
出
、
提
出
そ
の
他
の
手
続
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
事
項
で
、
改
革
闇
持
法
等
白
施

行
白
日
前
に
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、

法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
改
革
関
偶
語
等
の

施
行
桂
は
、
こ
れ
を
、
改
革
闇
係
法
等
の
施
行
桂
の
法
令
の
相

当
規
定
に
よ
り
相
当
の
国
の
槽
闘
に
対
し
て
報
告
、
届
出
、
提

出
そ
の
他
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
項
に

つ
い
て
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
主
い
も
の
と
み
な
し
て
、
改
革

聞
係
語
専
の
施
行
挫
の
法
令
の
揖
定
を
適
用
す
る
。

(
政
令
へ
の
蚕
佳
)

揮
干
一
一
一
百
四
十
四
条
第
七
十
一
轟
か
ら
第
七
十
六
条
ま
で
弐
ひ

第
千
三
百
一
条
か
ら
前
長
ま
で
説
ぴ
に
中
央
省
庁
等
改
革
関
係

法
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
改
革
関
樺
法
等
の
施
行
に
闘
し
必

要
な
経
過
措
置
(
罰
町
に
関
す
る
経
過
措
置
を
古
む
。
)
は
、

政
令
で
定
め
る
。

間
則
〔
平
成
一
一
年
一
三
月
二
二
日
法
律
第
一
六
口
号

抄〕

(
施
行
期
日
)

第
一
条
こ
の
法
樟
(
第
二
車
及
び
第
三
条
を
除
く
。
)
は
、
平

成
十
一
-
一
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
規
定
は
、
当
詰
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
〔
前
略
〕
第
千
一
一
一
百
四
十
四
条
の
規
定
公
布
の
自

ニ
〔
略
〕

附
則
〔
平
成
一
回
年
七
月
二
一
日
法
律
第
八
五
号
抄
〕

(
施
行
期
日
)

ニ
号
二
口
年
五
月
m
O号〕

(
景
観
法
に
よ
る
応
急
慌
設
住
宅
の
存
続
期
聞
の
特
例
に
関
す

る
措
置
)

捕
八
条
市
町
村
長
は
、
景
観
法
第
七
十
七
北
京
第
一
項
の
非
常
災

害
文
は
同
条
第
二
項
の
災
害
が
特
定
非
常
災
害
で
あ
る
場
合
に

お
い
て
、
被
災
者
の
住
宅
の
需
要
に
応
ず
る
に
足
り
る
適
当
な

住
宅
が
不
足
す
る
た
め
聞
東
第
四
項
に
親
置
す
る
期
間
を
超
え

て
当
詰
被
毘
者
の
居
住
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
応
急
仮
設
建
築

物
で
あ
る
住
宅
を
存
続
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
、
か
っ
、
こ
れ
を

帯
続
さ
せ
て
も
良
好
な
景
観
の
形
成
に
著
し
い
支
障
が
な
い
と

認
め
る
と
き
は
、
問
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
更
に
一
年
を

超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
問
項
の
許
可
白
期
聞
を
延
長
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
当
該
延
長
に
偶
る
期
間
が
満
了
し
た
場
合
に

お
い
て
、
こ
れ
を
更
に
延
長
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と

す
る
。

本
条
追
加
〔
平
成
一
六
年
六
用
法
律
一
一
一
号
〕

附
則
〔
抄
〕

(
施
行
期
日
等
)

1

こ
の
法
樟
は
、
公
布
の
白
か
ら
施
行
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
箆
害
に
つ
い
て
適

用
す
る
。

一
第
ニ
呆
及
び
第
七
条
の
規
定
平
成
七
年
一
月
一
日
以
桂

に
発
生
し
た
災
害

ニ
第
一
二
長
か
ら
第
六
車
ー
ま
で
の
規
定
平
成
八
年
四
月
一
日

以
桂
に
発
生
し
た
災
害

附
則
〔
平
成
九
年
五
月
九
日
法
律
第
笠
O
号
抄
〕

:ド

第
一
条
こ
の
法
棒
は
、
公
布
の
白
か
ら
起
算
し
て
六
周
を
超
え

な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
回
か
ら
施
行
す
る
。

〔
桂
略
〕

[
平
成
一
四
年
一
一
月
政
令
三
一
一
一
口
号
に
よ
り
平
成
一

主
一
-
か
ら
施
行
〕

附
則
〔
平
成
一
六
年
六
月
二
日
法
律
第
六
七
号
抄
〕

(
施
行
期
日
)

第
一
条
こ
の
法
縛
は
、
公
布
の
白
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え

な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

〔
桂
略
〕

〔
平
成
一
七
年
王
沼
政
令
一
九
一
号
に
よ
り
、
平
成
一

七
六
}
か
ら
施
行
〕

附
則
[
平
成
一
六
年
六
月
二
日
法
律
第
七
六
号
抄
〕

(
施
行
期
日
)

第
一
条
こ
の
法
樟
は
、
破
産
法
(
平
成
十
六
年
法
樟
第
七
十
五

号
。
枕
条
第
八
項
並
び
に
附
則
第
三
条
第
八
項
、
第
五
条
第
八

項
、
第
十
六
項
及
び
第
一
一
十
一
項
、
第
八
条
第
三
項
説
び
に
第

十
一
二
条
に
お
い
て
「
新
破
産
法
」
と
い
う
。
)
の
施
行
の
日

〔
平
成
一
七
年
一
月
一
日
〕
か
ら
施
行
す
る
。
(
桂
略
〕

(
政
令
へ
の
委
任
)

第
十
四
条
附
則
第
二
晶
ー
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ

か
、
こ
の
法
樟
の
施
行
に
闇
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で

定
め
る
。附

則
〔
平
成
}
六
年
六
月
一
八
日
法
律
第
一
一
二
守
抄
〕

(
施
行
期
日
)

第
一
条
こ
の
法
揮
は
、
景
観
法
(
平
成
十
六
年
法
樟
第
百
十
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号
)
の
施
行
の
目
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
〔
中
略
〕
第
十

七
条
〔
中
略
]
並
び
に
階
則
第
四
車
、
第
五
条
及
ぴ
第
七
生
の

規
定
は
、
景
観
法
附
則
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
日
〔
平
成
一
七

年
六
局
一
日
〕
か
ら
施
行
す
る
。

(
政
令
へ
の
重
視
)

第
六
条
附
則
第
ニ
晶
ー
か
ら
首
長
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

こ
の
法
樟
の
施
行
に
聞
し
て
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定

め
る
。

被提者生活再建支援法

。
一
般
社
団
法
人
弐
ひ
一
般
財
団
法
人
に
闘
す
る
法
樟
及
び
公

益
社
団
法
人
共
ひ
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
樟

の
施
行
に
伴
う
関
碍
法
樟
の
盤
情
等
に
関
す
る
法
樟
〔
平
成

一
八
年
六
月
ニ
日
法
樟
第
五
O
号
抄
〕

(
政
令
へ
の
重
注
)

第
四
百
五
十
八
条
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法

樟
の
規
定
に
よ
る
法
樟
の
鹿
止
又
は
改
正
に
伴
い
必
要
な
経
過

措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
則
〔
平
成
一
八
年
六
月
三
日
法
律
第
五
口
号
抄
〕

(
施
行
期
日
)

1

こ
の
法
樟
は
、
一
般
社
団
財
団
法
人
法
[
一
般
社
団
法
人

及
び
一
般
財
団
法
人
に
閉
す
る
法
樟
H
平
成
一
八
年
六
月
法
樟

第
四
八
号
〕
の
施
行
の
回
〔
平
成
ニ

O
年
一
二
月
一
日
〕
か
ら

施
行
す
る
。
〔
桂
略
〕

F 

附
則
〔
平
成
一
八
年
六
周
ニ
}
白
法
律
第
九
二
号
抄
〕

(
施
行
期
日
)

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え

な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
白
か
ら
施
行
す
る
。

〔
桂
略
〕

門
平
成
一
九
年
三
月
政
令
四
八
号
に
よ
り
平
成
一
九

六
二
口
か
ら
施
行
U

附
則
〔
平
成
二

O
年
五
月
二
四
日
一
日
法
律
第
四
C
号
抄
〕

(
施
行
期
日
)

第
一
条
こ
の
法
樟
は
、
公
布
の
白
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え

な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

〔
平
成
二
口
年
目
。
月
政
令
三
三
六
号
に
よ
り
、
平
成
二

口
一
一
四
か
ら
施
行
〕

。
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法

「
平
成
十
年
五
月
二
十
二
日
〕

戸

法

律

第

六

十

六

号

」

沿
草平

成
一
一
年
士
一
月
二
一
一
日
号
外
法
律
第
二
ハ
O
号
〔
中
央
省
庁

等
改
革
関
係
法
施
行
法
一

0
0条
に
よ
る
改
正
〕

平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
号
外
法
律
第
二
ニ
号
門
第
一
次
改

正〕
平
成
一
八
年
六
月
一
一
日
号
外
法
律
第
五
口
号
[
一
般
社
団
法

人
及
び
一
般
財
田
法
人
に
関
す
る
法
律
及
ぴ
公
益
社
団
法
人
及

び
公
益
財
閣
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関

係
法
律
の
護
措
等
に
関
す
る
法
律
一
六
六
条
に
よ
る
改
正
〕

平
成
}
九
年
一
一
月
一
六
日
号
外
法
律
第
一
一
四
号
〔
第
二
次
改

正〕
視
員
者
主
活
再
建
支
捷
法
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

被
災
者
生
活
再
建
支
捷
法
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条
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(
第
三
条
第
五

長〕

第
三
章
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
人
(
第
六
条

l
第
十
七

長
)

第
四
軍
国
の
補
助
等
(
第
十
八
最
第
二
十
条
)

第
五
車
雑
則
(
摺
ニ
十
一
条
・
第
ニ
十
ニ
尭
)

第
六
章
罰
則
(
第
ニ
十
三
条
第
一
一
十
五
条
)
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則

第
一
章
総
則
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